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　本町では、第４次総合計画により地域の特性を活かした「笠松独自の魅力づくり」と、
住民と行政それぞれの力と知恵の調和による「住民と行政との新たなパートナーシップ
づくり」によるまちづくりを進めてきました。
　第４次総合計画の期間中には、「道徳のまち笠松」をめざし、平成 19 年の条例施行など、
社会貢献の精神や道徳心、マナー・ルールを大切にする風土と人づくりへの取り組みや、

「木曽の流れと共に　未来へ続け！笠松町」をスローガンに平成 21 年に実施された町生誕
120 年事業などをはじめとしたさまざまな施策によって、まちづくりを推進してきました。
　これから進める新たなまちづくりでは、これまでの成果と進むべき方向性を継承しつ
つ、新たな社会環境の変化や地域課題に対応した、将来に向けて持続可能なまちをめざし
ていきます。
　本計画では、本町の持つ歴史や文化、清流木曽川に代表される恵まれた自然など個性あ
る資源との共生と活用、多様な住民や地域がお互いを認め合いながら共に成長し、それぞ
れの個性を魅力へと高めるとともに、住民と行政がそれぞれの役割をしっかりと担い、協
力し合うことで、町全体が調和ある輝きを放つような一体感の醸成をめざし、「“個性”を
活かし“調和”を大切にしたまちづくり」をこれから進めるまちづくりの理念とします。

まちづくりの理念1

“個性”を活かし
“調和”を大切にした

まちづくり
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　「道徳」を、住民の精神的な生活に「文化」として根付かせるため「笠松町道徳のまちづ
くり条例」を広く普及・啓発し、美しい心を持つ“笠松人”をはぐくみます。
　特にまちの未来を担うこととなる子どもや若者を、厳しく、そしてあたたかく見守り、
導くことができるよう、青少年健全育成事業の推進や、学校、家庭、地域の連携強化によ
り、人が人を思いやり、お互いを大切にするまちをつくります。

ひと（1）「ひと」を活かしたまちづくり と

　笠松町でめざす将来像の達成に向け、特に以下のような具体的な姿を描き、重点を置き
ながら、今後 10 年の取り組みを総合的に進めます。

清流木曽川に抱かれた

“ひと・まち・自然”輝く
創造文化都市

　まちづくりの理念に基づき、これまでにあげられた課題に対して、本町の人や地域、自
然、歴史文化などのさまざまな個性が、調和を大切にしながら、それぞれが高め合い、よ
り一層の輝きを放つことができるよう、まちづくりの将来像を「清流木曽川に抱かれた

“ひと・まち・自然”輝く創造文化都市」と設定します。

まちづくりの将来像2
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　笠松町に住む人々が求める安全で安心な環境。それは地域のつながりや、住民活動から
生まれます。これからの 10 年は、住民と行政との「協働」で地域づくりを進めることが
重要になります。「協働」の考え方を広く普及するとともに、住民に最も身近な町内会活動
や、ＮＰＯ、ボランティア活動への支援を通じ、それぞれの地域を舞台に、個性あふれる
いきいきとした活動から感動が生まれるまちをつくります。

（2）「地域」を活かしたまちづくり まちち

　私たちの祖先は、時に脅威となる自然環境と共生しながら、まちを発展させてきまし
た。身近な暮らしのなかで、歴史や文化を活かしたうるおいのある景観づくりや環境保護
活動を進め、みんなが自然や景観について考え、共生するまちをつくります。

（3）「自然」を活かしたまちづくり 自然然

021

Ⅰ　
序　
　

論

Ⅱ　
基
本
構
想

資　
　
料　
　
編

Ⅲ　
基
本
計
画

基
本
方
向 

１

基
本
方
向 

２

基
本
方
向 

３

基
本
方
向 

４

基
本
方
向 

５

基
本
方
向 

６



　全国的な少子高齢化の進行とともに、本格的な人口減少社会を迎えているなか、本町に
おいても人口の減少が予測されています。
　本町においては、今後もこれまで進めてきたまちづくりを継続し、恵まれた立地特性や
地域が持つさまざまな特性を活かし、より一層この地に住む魅力を高めていくことによ
り、目標年次（平成 32 年）における人口を 22,500 人とします。

（1）総人口の設定

　社会的要因などを背景に、65 歳以上の老年人口は将来に向け急激に増加すると予測さ
れます。
　また、0 ～ 14 歳までの年少人口および 15 ～ 64 歳までの生産年齢人口については減
少することが予測され、目標年次の年齢 3 区分別の人口を次のとおり想定します。

（2）年齢階層別人口の設定

将来人口3

■年齢階層別人口の設定

25,000

( 人 )

20,000

15,000

10,000

5,000

0
平成 17年 平成 32年

3,268

14,809

4,619

2,722

13,703

6,075

年少人口　　　  (0～14歳)
生産年齢人口　 （15～64歳）
老年人口　　　 （65歳以上）

22,69622,696 22,50022,500

資料：平成 17 年国勢調査（平成 32 年は目標値）

22,50022,50022,500 人人人
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土地利用構想

　基本方針で示したそれぞれの方向性を踏まえた上で、利用区分別の土地利用について
次のとおり推進します。

（２）利用区分別土地利用の考え方

　木曽川の自然環境や優位な立地条件、現在まで受け継がれてきた地域文化など、本町の
特性や地域資源を活かしながら、人々が安心して安全にいきいきと暮らすことができる
よう、以下の視点で土地利用を進めます。

◆自然環境や地域文化との共生と、次世代への継承。
◆災害などに対する、住民生活や社会活動の安全性の確保。
◆町内外の盛んな交流の創出による、活性化の推進。
◆持続可能なまちづくりの視点や経済状況に応じた、効率的で効果的な土地利用。
◆周辺市町との整合を図り、広域的視野に立った計画的な土地利用。

（１）土地利用の基本方針

４

産
業
・

流
通
系

　住宅、工場の用途混在を抑えた適正な土地利用を推進し、周辺環境と調
和した景観づくりや、既存産業の発展を図ります。また、東海北陸自動車道
や国道 21 号線、22 号線、その他の幹線道路など、広域的な交通条件の良
さを活かした土地利用を進めます。

　住宅、工場の用途混在を抑えた適正な土地利用を推進し、周辺環境と調
和した景観づくりや、既存産業の発展を図ります。また、東海北陸自動車道
や国道 21 号線、22 号線、その他の幹線道路など、広域的な交通条件の良
さを活かした土地利用を進めます。

農
業
系

　遊水機能や緑地機能など、農地の持つ多面的な機能を活かすとともに、
優良農地としての機能保全を推進します。
　遊水機能や緑地機能など、農地の持つ多面的な機能を活かすとともに、
優良農地としての機能保全を推進します。

水
辺
系

　木曽川河川敷を、ウォーキングや憩いの空間など、さまざまな目的に活
用できる場として整備し、町内外から多くの人が集まる自然と調和した土
地利用を進めます。

　木曽川河川敷を、ウォーキングや憩いの空間など、さまざまな目的に活
用できる場として整備し、町内外から多くの人が集まる自然と調和した土
地利用を進めます。

商
業
系

　歴史文化財などの地域資源の活用により、町内外の人々がつどい、気軽
にふれあえる場の創出を図ります。また、少子高齢社会を踏まえた環境の
整備や、日常的な買い物の利便性向上など、住民の快適な生活を支える土
地利用を進めます。

　歴史文化財などの地域資源の活用により、町内外の人々がつどい、気軽
にふれあえる場の創出を図ります。また、少子高齢社会を踏まえた環境の
整備や、日常的な買い物の利便性向上など、住民の快適な生活を支える土
地利用を進めます。

住
居
系

　住民の多様化する生活様式に応じて、公共交通や道路、下水道などの生
活基盤の整備を進めます。また、未利用地の活用や、暮らしに身近な公園、
緑地などの整備を通じて緑豊かで快適な住空間づくりを推進します。

　住民の多様化する生活様式に応じて、公共交通や道路、下水道などの生
活基盤の整備を進めます。また、未利用地の活用や、暮らしに身近な公園、
緑地などの整備を通じて緑豊かで快適な住空間づくりを推進します。
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基本方向
　これからの新しいまちづくりの基本理念となる「“個性”を活かし“調和”を大切にした
まちづくり」を踏まえ、将来像である「清流木曽川に抱かれた“ひと・まち・自然”輝く創
造文化都市」の達成に向けて、６つの基本方向を定め、それぞれの施策を展開します。

■まちづくりのイメージ図

５

“個性”を活かし
“調和”を大切にしたまちづくり

ま ち づ く り の 理 念

ま ち づ く り の 将 来 像

清流木曽川に抱かれた

基本方向 1　いのち輝くやさしいまち

６ つ の 基 本 方 向

基本方向２　生涯にわたって楽しく学べるまち

基本方向３　人がつどう活力あふれるまち

基本方向 4　便利で快適な住みよいまち

基本方向５　安全で安心して暮らせるまち

基本方向６　共に築き上げる協働と信頼のまち

“ひと・まち・自然”輝く
創造文化都市
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　すべての人が安心して自立した生活を送ることができるよう、地域福祉を進めるとと
もに、一人ひとりの健康づくりを支援します。また、高齢者や障がいのある人、子どもや
子育て家庭に対する支援の充実と人権意識の醸成により、いのち輝くやさしいまちをつ
くります。

身近な地域で、お互いに助け合い、支え合える地域づくりを進めます。また、いつ
までも健康で、できる限り自立して生活できるよう、住民自身の健康づくり活動を支
援します。

高齢者や障がいのある人への生きがいづくり活動への支援や、各種介護サービスな
どの充実により、支援が必要になっても安心して暮らせるまちづくりを進めます。

子育て家庭が安心して子どもを育てることができ、地域みんなで子どもを見守り、
はぐくむまちをつくります。

啓発などにより人権に関する認識を深め、偏見や差別などの人権侵害のない環境を
つくります。

１　ひとにやさしく、元気に暮らせるまち
【政策】

2　高齢者や障がいのある人が安心して暮らし続けられるまち

3　みんなで子どもを見守り、育てるまち

4　一人ひとりを大切にするまち

いのち輝くやさしいまち基本方向 1

いのち輝くやさしいまち
（1）地域福祉の推進
（2）健康づくりの推進

１ ひとにやさしく、元気に暮らせるまち

（1）高齢者福祉の推進
（2）障がいのある人の福祉の推進

２ 高齢者や障がいのある人が安心して
　 暮らし続けられるまち

（1）子育て支援の推進３ みんなで子どもを見守り、育てるまち

（1）人権尊重社会の実現４ 一人ひとりを大切にするまち
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　子どもから高齢者まで、誰もがいつでもどこでも自分らしく学び、活動できる環境づく
りを進めるとともに、先人から受け継いだまちの歴史や魅力ある文化の継承とその活用
に努め、生涯にわたって楽しく学べるまちをつくります。

学校、家庭、地域の連携により、子どもたちの「生きる力」をはぐくむとともに、心
身の健全な育成を促す環境を整備します。

住民のさまざまな学習やスポーツニーズに対応した環境づくりを進めるとともに、
学んだ知識や経験を広く活かせるまちづくりを進めます。

先人から受け継いだまちの歴史や文化を守り、活用するとともに、次代に伝える取
り組みを進めます。

１　まちの未来を担う子ども・若者をはぐくむまち
【政策】

2　誰もがいつでも、いつまでも学び、活躍できるまち

3　まちの歴史を次代につなぐまち

生涯にわたって楽しく学べるまち基本方向 2

生涯にわたって楽しく学べるまち

（1）幼児教育・学校教育の充実
（2）青少年の健全育成

１ まちの未来を担う子ども・若者を
　 はぐくむまち

（1）生涯学習の充実
（2）スポーツ活動の推進

２ 誰もがいつでも、いつまでも学び、
　 活躍できるまち

（1）歴史・文化の継承と活用３ まちの歴史を次代につなぐまち

026

基本構想

基本構想



　地域固有の資源や活動を活かした観光やイベント、農業や商工業の振興などによって、
町内外の交流と主体的な活動の活性化を促進し、人がつどう活力あふれるまちをつくり
ます。

　　住民と行政が一体となって、地域資源を活かした農業、商工業、観光振興を進め、ゆ
とりと生きがいを持って生活できる環境づくりを推進します。

　　住民による身近なコミュニティ活動や新たなまちづくり活動を促進し、住民がいき
いきと活躍できるまちづくりを進めます。

１　多様な産業が活力を生み出すまち
【政策】

2　みんながいきいきと地域づくりに取り組むまち

人がつどう活力あふれるまち基本方向３

人がつどう活力あふれるまち

（1）コミュニティ活動の充実
（2）活発なまちづくり活動の推進

２ みんながいきいきと地域づくりに
　 取り組むまち

１ 多様な産業が活力を生み出すまち
（1）地域特性を活かした農業の推進
（2）商工業の振興
（3）観光・イベントの推進
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　利便性と自然環境が調和した、快適で安全なまちづくりを進めるとともに、住民生活に
おける環境保全への取り組みを活発化し、便利で快適な住みよいまちをつくります。

　　計画的な土地利用を進めるとともに、安全で環境にやさしい道路整備を進め、暮ら
しやすい都市基盤を整備します。

　　行政と住民との協働により、暮らしやすく、清潔で美しい住環境を整備します。

　　環境への負荷を低減する生活スタイルを浸透させるとともに、自然との共生を図り、
環境を守り、育てるまちづくりを進めます。

１　暮らしやすく機能的な都市基盤をつくるまち

2　快適でいつまでも住みたいまち

3　未来の環境を守るまち

便利で快適な住みよいまち基本方向４

【政策】

便利で快適な住みよいまち

（1）良好な住環境の創出
（2）清潔で快適な環境の整備

２ 快適でいつまでも住みたいまち

（1）循環型社会の構築３ 未来の環境を守るまち

１ 暮らしやすく機能的な都市基盤を
　 つくるまち

（1）計画的な土地利用の推進
（2）便利で快適な道路網の整備
（3）公共交通体系の充実
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　住民の生命と財産を守る災害に強いまちを構築するとともに、地域との連携による犯
罪防止や交通安全対策を進め、安全で安心して暮らせるまちをつくります。

　　防災や災害時対策、速やかな復旧などに対応できる体制を整備するとともに、住民
による防災活動を促進し、災害に強いまちづくりを進めます。

　　住民の防犯、交通安全活動の活性化により、犯罪や交通事故、消費生活などに関す
るさまざまな不安の解消に努めます。

１　いざという時にも安心できるまち

2　地域みんなで安全・安心な環境をつくるまち

安全で安心して暮らせるまち基本方向 5

【政策】

安全で安心して暮らせるまち

（1）防災対策の推進
（2）消防・救急体制の充実

１ いざという時にも安心できるまち

（1）防犯体制の強化
（2）交通安全対策の推進

２ 地域みんなで安全・安心な環境を
　 つくるまち
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　行政と住民との役割分担と協働により、最小の経費で最大の効果をあげることができ
る柔軟で効率的な組織をつくるとともに、健全な財政運営の維持に努め、共に築き上げる
協働と信頼のまちをつくります。

　　必要な情報を入手し、共有することで住民が積極的にまちづくりに参画できる環境
づくりを進めるとともに、住民の視点に立った行政サービスの提供を進めます。

　　社会情勢や環境の変化などに的確に対応し、近隣市町とも連携しながら、持続可能
で安定した行財政基盤を確立します。

１　住民と行政が力を合わせるまち

2　広い視野を持って行財政運営に取り組むまち

共に築き上げる協働と信頼のまち基本方向 6

【政策】

共に築き上げる協働と信頼のまち

（1）住民参加によるまちづくりの推進
（2）気配り行政の推進

１ 住民と行政が力を合わせるまち

２ 広い視野を持って行財政運営に
　 取り組むまち

（1）効果的な行政運営の推進
（2）健全な財政運営の推進
（3）広域行政への対応
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